
 

次期アクション・プランにおける「安全安心なまちづくり」に関する取組  

                                 令和７年 12月 19日 

                                                                        環境県民局県民活動課  
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領域 中項目 小項目 取組内容等 

安
全
安
心
な
ま
ち
づ
く
り 

Ⅰ 

意
識
づ
く
り 

１ 防犯意

識の向上 

(1)多様な広報

媒体を活用した

タイムリーな情

報発信 

安全・安心なまちづくり「ひろしま」地域活動支援サイトの運営 

○ 地域の取組、地域活動を支援する情報やノウハウを発信提供 
・ 子供の安全・防犯・交通安全に関する地域活動情報、教材・  
資料の提供 

(4)インター
ネット利用に
おける防犯意
識の向上 

青少年のインターネット適正利用に関する啓発活動の推進 

○ 青少年のインターネット適正利用に関する啓発資料の学校等
を通じた配布 

 ・ スマートフォン等のフィルタリング利用促進リーフレット 
・ 自画撮り被害防止チラシ 等 

○ 携帯電話事業者等と連携した保護者等へのフィルタリング利
用の働きかけ 

○ 青少年のインターネット適正利用に関する講習会の開催 

２ 規範意

識の向上 

(1)家庭・学校

における規範

意識の育成 

子供の被害防止の啓発 

○ 小学校を中心とした「地域安全マップづくり」の定着支援 
・ 「地域安全マップづくり」大学生ボランティア研修会の開  
催 

・ 大学生ボランティアを小学校へ派遣し、「地域安全マップ
づくり」を実施     

○ 子供の被害防止ガイド「犯罪の被害にあわないために」を県
ＨＰで周知        

(2)青少年の

非行防止活動

等の推進 

学校・地域における青少年健全育成の促進 

○ 地域・職場・家庭等でのあいさつ・声かけの輪を広げる啓発
活動 

○ 青少年の被害・非行防止全国強調月間（７月）を中心とした
啓発活動 

○ 秋のこどもまんなか月間（11月）における子供・若者育成支
援推進活動  

Ⅱ 

地
域
づ
く
り 

４ 持続可

能な自主

防犯活動

の推進 

(1)防犯ボラン
ティア団体等
の活動の活性
化・定着化 

減らそう犯罪・なくそう交通事故パートナーシップ団体・事業者登
録制度の運用 

○ 防犯や交通安全活動を行う団体や事業者を登録し、活動状況を県
ＨＰに掲載 

６ 健全で

魅力ある

まちづく

りの推進 

(2)行政が一体
となった安全安
心なまちづくり
の推進 

安全・安心なまちづくり施策に関する情報共有 

○ 安全・安心なまちづくり市区町担当課長等会議の開催 
・ 市区町担当課と関係機関(警察、教育委員会、県)による情
報共有 

参考資料 



 

領域 中項目 小項目 取組内容等 

安
全
安
心
な
ま
ち
づ
く
り 

Ⅲ 

環
境
づ
く
り 

２ 被害者

支援と再

犯防止 

(1)犯罪被害

者等への支援

の充実 

犯罪被害者・同支援制度への理解と広報啓発 

○ 「広島県犯罪被害者等支援条例」及び「犯罪被害者等支援に
関する取組方針」に基づく取組の推進 

○ 矯正職員（初等科）を対象とした「犯罪被害者の視点」に関
する教養  

○ 犯罪被害者週間における広報啓発活動（11／25～12／1） 
・ 期間中に関係団体等と連携した街頭キャンペーンを実施 

犯罪被害者等支援窓口の運営 

○ 県内全市町における犯罪被害者支援総合窓口との連携 

犯罪被害者等支援施策に関する情報の共有等 

○ 犯罪被害者等支援施策市町担当課長会議等により市町との情
報共有や、市町への助言・支援を実施 

○ 被害者支援関係職員・関係他機関等を対象とした研修の実施 

犯罪被害者等に対する情報提供、相談体制の充実 

○ 保健医療・福祉制度やサービス提供事業者の情報提供や要望
に応じて付き添い支援を実施 

○ 「広島県二次被害防止・軽減支援金」制度の運用（上限 23万
円を支給） 

○ 「重大事案発生時における犯罪被害者等支援の申合せ事項」
の整備 

○ 「犯罪被害者等に対する途切れない支援の提供に関する申合
せ事項」の整備 

(2)ストーカ

ー・配偶者暴

力・性犯罪被

害に対する支

援 

性被害ワンストップセンターひろしまの運営 

○ 性被害に遭われた方が、被害を抱え込まず、安心して被害直
後から総合的な支援を受けることができる専用相談窓口を設置
運営 

 ・ 電話相談 24 時間 365 日対応（Ｗｅｂによる面接相談の受
付） 

 ・ 面接相談、病院・警察等への同行支援、証拠資料採取を実      
施 

 ・ 専門支援（医療機関受診、法律相談、心理カウンセリング
等） 

○ 認知度向上のための広報啓発活動  
・ リーフレット及びステッカーの配布（県内全ての小学校・
中学校・高校へ配布するほか、各市町、県関係施設、各種集客
施設、医療機関等への貼付依頼） 

・ 若年層をターゲットとしたＳＮＳ（県公式フェイスブック
等）による相談窓口の周知   

(3)再犯防止の

推進 

広島県再犯防止推進計画に基づき総合的な取組を推進 

○ 再犯防止推進施策市町会議・再犯防止推進施策研修会の開催  
○ 更生保護関係団体の活動支援 
○ 刑事司法手続終了者への就労支援 


